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建築物防災週間（令和３年度春季）の実施について 
 

標記について、「建築物防災週間（令和３年度春季）の実施について」（令

和４年２月 14 日国住事防第 10 号）により、国土交通省住宅局長から別添の

とおり協力依頼がありましたのでお知らせします。 

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消

防の事務を処理する一部事務組合等を含む）に対し、この旨周知していただ

きますようお願いします。 
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     佐藤・宮田 
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国 住 事 防 第 １ ０ 号 

令 和 ４ 年 ２ 月 １ ４ 日 

 

 

消防庁次長 殿 

 

 

 

国土交通省 住宅局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

建築物防災週間（令和３年度春季）の実施について 

 

建築物防災週間につきましては、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人

的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象

として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、

建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施し

ているところです。 

この度、令和３年度春季における建築物防災週間の実施につきまして、別添のとお

り国土交通省及び特定行政庁において実施することといたしましたので、貴職におか

れましても、本週間の趣旨を是非ご理解いただきまして、ご協力を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 



 

国 住 事 防 第 １ ０ 号 

令 和 ４ 年 ２ 月 １ ４ 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

                       国土交通省住宅局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

建築物防災週間における防災対策の推進について（令和３年度春季） 
 

建築物防災週間につきましては、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的

被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象とし

て、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築

物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和 35 年以来毎年 2 回実施してい

るところです。 

この度、令和３年度春季における建築物防災週間の実施につきまして、下記のとおり

定めましたので、貴職におかれましても、本週間の趣旨を是非ご理解いただきまして建

築物の防災対策の一層の推進に取り組まれますようお願いするととともに、取組みにあ

たっては新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期していただくよう重ね

てお願いいたします。 

なお、貴管内特定行政庁に対しても、この旨周知方お願いします。 

 

記 

 

１．実施期間 

  令和４年３月１日(火)から３月７日(月)まで 

 

２．建築物防災週間での取組み 

（１）住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進 

わが国では、これまでも、阪神・淡路大震災をはじめ、多数の大地震が発生して

おり、また、発生の切迫性が指摘されている南海トラフ地震や首都直下地震等に備

えるため、住宅・建築物の耐震化は喫緊の課題となっています。 

国土交通省では、昨年 12 月 21 日に、耐震改修促進法の基本方針（平成 18 年告

示第 184 号）の改正を行い、耐震化の現状等を踏まえた所要の改正を行うとともに、

耐震化の目標を更新したところです。 

ついては、各地方公共団体において、所有者等が耐震化の必要性への理解を深め

られるよう、パンフレットや広報誌、インターネット等を利用し、耐震診断・改修

の実施につながるよう、より一層の働きかけをお願いいたします。 

また、耐震性が不十分と診断され、かつ、耐震改修を行っていない建築物の所有

者に対し、基本方針及び「耐震改修に関する指導及び助言について（令和２年５月

29 日付け国住指第 563 号）」を踏まえ、積極的な指導及び助言を実施してください。 

耐震診断義務付け対象建築物については、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業

により、引き続き、重点的に支援を行うこととしています。 



大地震時に防災拠点等となる建築物については、「防災拠点等となる建築物に係

る機能継続ガイドライン」の周知をお願いいたします。 

長周期地震動対策については、「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大

地震による長周期地震動対策について（技術的助言）（平成 28 年６月 24 日付け国

住指第 1111 号）」の３.(１)のとおり、長周期地震動の影響が比較的大きいと考え

られる区域内の既存の超高層建築物等が管内に存在する場合には、当該通知の対策

の周知及びフォローアップをお願いしているところです。今般、昨年５月末時点に

おけるフォローアップの状況を別添参考のとおりとりまとめましたので、引き続き

対策の周知をお願いいたします。また、対策が必要な建築物について国の支援制度

（建築物耐震対策緊急促進事業等）を活用することが可能である旨の積極的な周知

をお願いいたします。 

 

（２）屋外階段に対する安全対策の推進 

昨年４月 17 日、東京都八王子市の木造 3 階建て共同住宅において、屋外階段の

落下による死亡事故が発生しております。このような事故を未然に防ぐため、本年

１月 18 日に建築基準法施行規則等の一部を改正するとともに、木造の屋外階段等

の防腐措置や支持方法についての内容の明確化や、適切な維持管理のため、「木造

の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」をとりまとめました。 

同ガイドラインに記載のとおり、一定の防腐・防錆措置等を行った場合でも、劣

化が生じることから、日常的な点検等、適切な維持管理を行うことが重要です。特

定行政庁においては、「木造の屋外階段等に関する建築確認・検査及び維持保全等

について（技術的助言）（令和４年１月 18 日付け国住指第 1469 号、国住参建第 3179

号）」を踏まえて、屋外階段が木造である建築物の所有者又は管理者に対し、建築

物の維持保全に関する準則又は計画（以下「維持保全計画」という。）の作成につ

いて普及・啓発を行い、維持保全計画を作成するようご指導お願いいたします。ま

た、管内の建築物の建築の動向やその他の事情を勘案しつつ、共同住宅の定期調査

報告対象への指定について検討願います。 

なお、木造の屋外階段等について有効な防腐措置が適切に行われずに劣化してい

るような事象が確認された場合には、所有者等に対し、必要に応じ建築士等専門家

による詳細調査の実施や、交換等の必要な対策が施されるようご指導お願いいたし

ます。 

 

（３）大阪市北区で発生した火災を受けた防火対策の徹底 

昨年 12 月 17 日に大阪市北区で発生したビル火災において、28 名の死傷者を出す

大きな被害が発生したことを踏まえ、類似の火災の発生を防止するため、「大阪市

北区で発生した火災を受けた緊急点検について（令和３年 12 月 19 日付け国住指第

1445 号）」において、消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号）第４条の２の２第２

号に該当する防火対象物（特定一階段等防火対象物）を対象とし、消防部局による

検査との連携などを通じて、建築基準法令に基づく防火対策の徹底を図るようお願

いしたところです。 

各特定行政庁におきましては、引き続き、消防本部と連携を図りつつ、特定一階

段等防火対策対象物のうち、直通階段や竪穴区画等に係る建築基準法令違反や防火

対策が未措置のものの把握に努め、当該建築物の所有者・管理者に対して是正指導

又は助言を行うなど、建築基準法令に基づく防火対策の徹底を図るようお願いいた



します。 

 

（４）大規模倉庫火災を踏まえた防火対策の徹底  

昨年 11 月 29 日に大阪市此花区において発生した大規模倉庫火災では、延べ面積

56,532 ㎡のうち約 38,700 ㎡を焼損する大きな被害が生じたことから、「大規模倉

庫に係る防火対策の更なる徹底について（令和４年１月 14 日付け国住指第 1465

号）」において、類似火災の発生を防止するため、改めて大規模倉庫の実態調査を

行うとともに、更なる防火対策の徹底を図る旨をお願いしたところです。 

各特定行政庁におきましては、引き続き、消防本部と連携を図りつつ、自主検査

結果等報告表の提出や立入検査の実施等により、防火区画等に係る建築基準法令違

反や防火対策が未措置の大規模倉庫の把握に努め、当該大規模倉庫の所有者・管理

者に対して維持保全計画の作成及びこれに基づく適切な点検の実施等について指

導又は助言を行うなど、防火対策の徹底を図るようお願いいたします。 

 

（５）屋根の強風対策の推進 

近年の台風被害を踏まえて、告示基準(昭和 46 年建設省告示第 109 号)を改正し

ており、本年１月１日より、新築時の全ての建築物の屋根瓦を緊結する必要があり

ます。既存の住宅等につきましても、屋根の耐風性能が十分でないおそれのあるも

のは強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、告示基準等の強風対

策について周知いただきますようお願いいたします。また、住宅・建築物安全スト

ック形成事業等により屋根の改修工事を補助対象とすることが可能ですので、補助

制度の創設等につきましても併せてご検討いただきますようお願いいたします。 

 

（６）建築物に附属するブロック塀等の安全対策の推進 

地震による塀の倒壊は、死傷者を生じるおそれがあるばかりでなく、地震後の避

難や救助・消火活動にも支障をきたすおそれがあり、その安全対策は極めて重要で

す。大阪北部地震においては、ブロック塀等が倒壊し 2 名の方が犠牲となりました。

建築基準法令では､建築物に附属する塀について、構造安全に係る基準を定めてお

りますが、基準不適合のブロック塀等の倒壊による被害を防ぐため、昨年 12 月の

耐震改修促進法の基本方針の改正も踏まえ、所有者等への啓発、防災査察などの対

策を推進するようお願いいたします。 

また、できる限り早期に、通学路をはじめとした避難路等の沿道にあるブロック

塀等の実態を把握し、耐震診断の義務付けの要否をご検討ください。 

ブロック塀等の耐震診断、改修、撤去等については、防災・安全交付金等の基

幹事業として支援を行っており、耐震診断が義務付けられたものに対しては、より

重点的な支援を行うこととしています。 

各地方公共団体においては、耐震診断の義務付けや防災・安全交付金等の支援制

度を積極的にご活用ください。 

 

（７）エレベーターの防災対策の推進 

地震によるエレベーターの閉じ込めや故障・損傷、戸開走行による事故を防止す

るため、住宅・建築物安全ストック形成事業等の財政支援を活用し、公共建築物に

おける対策はもとより、民間建築物に対する補助制度の整備や拡充等により、エレ

ベーターの防災対策を積極的に推進するようお願いいたします。 



なお、令和４年度予算案においては、補助対象限度額を引き上げるとともに、補

助対象に避難場所等の閉じ込め防止と機能継続性向上を図る工事を追加すること

としています。 

また、平成 30 年の大阪府北部を震源とする地震の被害を踏まえ、平成 31 年４月

２日付け国住指第 4294 号において通知しているとおり、エレベーターのかご内へ

の防災キャビネットの設置推進及び建物所有者等によるエレベーターの閉じ込め

の救出に係る研修等の充実に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 

（８）建築物の水災害対策の推進 

近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることに対応するため、国や流

域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効

性を高めるため「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」が、昨年

５月 10 日に公布され、11 月１日に全面施行されました。本改正により、浸水被害

防止区域制度が創設され、当該区域に住宅や要配慮者施設等を建築する際には事前

に都道府県知事等の許可が必要となります。建築物の洪水等に対する構造安全性の

確保に向け、河川関係部局等と連携し当該制度を活用ください。併せて、建築基準

法第 39 条の規定に基づく災害危険区域を定め、住居の用に供する建築の禁止その

他の建築制限を行うこともご検討ください。 

また、建築物における電気設備の浸水対策については、「建築物における電気設

備の浸水対策ガイドライン」を引き続きご活用いただくとともに、積極的に周知す

るようお願いいたします。 

 

（９）建築物の耐雪対策の推進 

昨年末に北日本から西日本の日本海側を中心に断続的に強い雪が降り、普段雪の

少ない地域でも積雪となったところがありました。多雪区域だけでなく、雪の少な

いとされている地域(多雪区域以外)でも多くの積雪が発生するおそれもあります

ので、住宅・建築物安全ストック形成事業等をご活用いただき、建築物の耐雪対策

の推進に努めていただきますようお願いいたします。 

 

（１０）吹付けアスベストの飛散防止対策に関する使用実態把握の徹底等 

吹付けアスベストの飛散防止対策については、対策状況について未報告の建築物

や対策未実施の建築物が一定数残っていることから、所有者等が不明の建築物につ

いて所有者等の特定に努めるとともに、未報告の建築物の所有者等に対する報告の

督促、問題がある建築物の所有者等に対する建築基準法第９条及び第 10 条に基づ

く是正指導を徹底してください。また、既存建築物が空き家となった場合は当該建

築物等の所有者に対し適正な維持保全を求めるほか、危険性が高い建築物について

は当該施設の使用を停止させてください。特に、災害時の避難所として指定されて

いる公共建築物については、重点的な点検の実施、建築基準法第 18 条の通知・要

請等により、対策の徹底を図ってください。 

また、民間建築物に係るアスベスト調査台帳（以下「調査台帳」）の整備につい

ては、小規模建築物を含めた調査台帳の整備に未着手の特定行政庁や、使用実態の

把握まで至っていない特定行政庁が一定数残っていることから、小規模建築物を含

めた調査台帳の整備を積極的に進めていただくとともに、使用実態の調査・除去等

の対策の推進に努めてください。 



さらに、吹付けアスベストの除去等の対策を推進するため、民間建築物の所有者

に対する補助や融資等による支援に積極的に取り組むようお願いいたします。特に、

社会資本整備総合交付金等による「住宅・建築物アスベスト改修事業」については、

民間建築物に対するアスベスト含有調査及び除去等にかかる着手期限を令和７年

度まで（市区町村所有建築物については令和５年度まで）延長しており、上記の対

策の推進にあたり積極的に活用いただくよう、お願いいたします。 

 

（１１）防災査察の実施 

適正な維持保全により建築物の安全性を確保するため、定期報告書が提出されて

いない建築物等を中心に、特定行政庁の職員により、現地において建築物等の状況

を調査して必要な指導を実施することは、大変重要な取組みです。その際、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期すため、現地に赴く防災査察につき

ましては、地域の感染状況に応じ、「３密」の回避の徹底に加え、ワクチン接種状

況を勘案し、ＰＣＲ検査等を実施し陰性を確認した上で実施するなど、実施方法等

を十分にご検討いただきますようお願いいたします。 

 

（１２）住宅・建築物の所有者・管理者に対する広報活動 

所有者・管理者の方への建築物防災週間の理解を深めるため、パンフレットの作

成・配布、地方公共団体の広報紙や新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、ＳＮ

Ｓ等を利用して、広報活動を展開し、各重点事項及び耐震診断、耐震改修等に係る

各種補助事業等について、積極的に普及啓発を行ってください。 

 

（１３）関係機関との連携・協調 

建築物防災週間の実施に当たっては、消防、警察、環境等の関係部局及び建築関

係団体等と連携・協調して十分な効果を上げるよう、お願いいたします。 

 

（１４）その他防災・安全確保に関する取組みについて 

過去の災害・事故を踏まえ、建築物の防災対策に関する取組みを別添に記載して

いますので、必要に応じ、建築物防災週間における取組みの参考としていただけま

すよう、お願いいたします。 

 

３．建築物防災週間の実施結果等の報告 

建築物防災週間の実施結果については、別紙１、２を令和４年５月 13 日(金)まで

に提出いただきますようお願いいたします。なお、ご提出いただいた別紙 2 の実施結

果や各地方公共団体における督促及び指導の状況は、とりまとめ次第、公表する予定

です。 

別紙１、２については、特定行政庁ごとに作成されたものを貴職において取りまと

めて提出いただきますようお願いいたします。 

 

４．問い合わせ先 

  国土交通省 住宅局 建築指導課 建築物事故調査・防災対策室 佐瀬 

   電話 03－5253－8111（内線 39569） 
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